
松江市立義務教育学校玉湯学園 
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        文部科学省「いじめ防止対策推進法」     島根県「いじめ防止対策基本方針」 

       「いじめ防止等のための基本的な方針」     松江市「いじめ防止基本方針」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

        

 

 

 

 

未来を創造する  

 

 

学校教育目標  

自立 ～ 夢をもち、自ら判断し、主体的に行動する子 

共生 ～ 未来社会の担い手として、多様な他者とかかわり、共に伸びる子 

追究 ～ 広い視野をもち、真理を求めて粘り強く学び続ける子 

 

本校のいじめ防止基本方針 

 いじめは，人として決して許されない行為です。 

 すべての教職員が「いじめは，どの学校・どの学級にも起こりうるものである」と

いう認識のもと，全校児童・生徒が「いじめのない明るく楽しい学校生活」を送るこ

とができるように，家庭･地域・関係機関と一体となって, 継続していじめの未然防

止・早期発見･早期対応に取り組んでいきます。 

 

   (1) いじめを許さない，見過ごさない雰囲気づくりに全校体制で努める。 

   (2) 児童・生徒一人一人の自己有用感を高め，自尊感情を育む教育活動を推進する。 

   (3) いじめの早期発見のために様々な手段を講じる。 

   (4) いじめの早期解決のために，当該児童・生徒の安全を保障するとともに，学校

内だけでなく各関係機関や専門家の協力を得て解決にあたる。 

   (5) 学校と家庭及び地域が協力して，いじめ防止及び事後指導・支援にあたる。 

学校いじめ防止対策委員会 

職員会議 企画会 

校長・教頭・生徒指導主事主任（ブロック生徒指導担当）・教育

相談担当・養護教諭・学年主任・学級担任・人権教育主任・特別

支援ＣＮ・ＳＣ・ＰＴＡ役員・民生児童委員・CS委員 

  ○ いじめの未然防止の体制整備及び取組 

  ○ いじめの状況把握及び分析と方針・対応決定，検証と評価 

  ○ いじめ事象の被害児童生徒・保護者への相談・支援 

  ○ いじめ事象の加害児童生徒・保護者への指導・支援 

  ○ 行政及び専門的な知識を有する関係者等との連携 

  ○ いじめ防止に関する教職員研修の実施 

  ○ その他いじめ防止に関すること 

家庭との連携 地域との連携 

・保護司・民生委員との連絡会  

・警察との連絡会 

・町公民館運営協議会 

 青少年育成部会 

・たまゆメンバーズクラブ 

・学校だより自治会全戸配布 

・地元企業等での体験活動 

・学校評価（地域・保護者） 

・家庭訪問、個人面談、授業公開日  

・ＰＴＡ親子協働活動 

・ Ｐ Ｔ Ａ 研 修 会  

・ＰＴＡ地区懇談会  

・学校だより配布（月 1 回）  

・人権標語   等  

 

・学校運営協議会 ・学園教育推進会議 ・青少年育成協議会 ・民生委員、児童委員訪問 ・公民館との連携 

学校・家庭・地域が協働した「よこの一貫教育」の取組 

集団の中で，一人一人の違いを認め伸ばすことを基盤とし，教職員が心を一つにして教育目標の具現化に努める。 

めざす子ども像   



 

               ～人権教育を基底に据えた教育活動～ 

上記学校テーマの下，児童生徒一人一人が認められ，互いに相手を思いやる雰囲気作りに全教育活動を

通して全校体制で取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ～実態把握に全力をあげる～ 

学校・家庭等が連携し，個々の児童生徒の小さな変化（サイン）に対する「気づき」に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                  ～早期解決に向けて～ 

最悪を考え・慎重に・素早く（スピード）・誠意をもって・組織で対応する。：「さしすせそ」の重視 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめの未然防止のための取組 

(1) 達成感・成就感を感じ，自尊感情を高めることができる教育活動の創造           

       ・関わり合い主体的に学ぶ，「わかる授業・楽しい授業」づくり    

       ・互いに認め合い，支え合い，助け合う支持的風土のある学年・学級活動     

       ・幼小中一体型の義務教育学校の特性を生かした幼小中の連携             

       ・ふるさとの「ひと・もの・こと」を活用し，自己有用感・自尊感情を高める体験活動  

(2) 命や人権を尊重し豊かな人間性や社会性を育てる教育の推進 

       ・人権教育の充実  ・・・ 人権集会，人権標語，人権週間の取組 等          

       ・道徳教育の充実  ・・・ 道徳的実践力を育む道徳の時間 等                  

       ・体験活動の充実  ・・・ 他者・社会等と直接関わる体験活動 等    

        ・インクルーシブ教育の充実及び発達障がい等の理解促進  

       ・インターネット等におけるいじめ防止のための情報モラル・セキュリティ教育の充実 

・より具体的な指導の充実 

(３) いじめ防止のための具体的取り組みの計画，実行，検証・修正のための組織作り，学校評価 

 

(1) 諸活動での観察等を生かした学年・学級経営の充実 

(2) 相談体制の充実 

    ・教育相談の計画的実施,スクールカウンセラーの計画的活用,学校のいじめ相談窓口 等 

  (3) アンケート（いじめ発見）やアンケートQU等の実施と活用 

    ・アンケート（ネットいじめに関するものを含む）,いじめチェック 25,アンケート QU 分析･活用等

による潜在的ないじめの発見 

(4) 教職員の資質向上のための研修会と定期的な生徒指導職員会の実施 

    ・子どもを語る会，事例研究会,アンケートＱＵ研修会,人権教育研修 等 

(5) 保護者との情報の共有と双方向性のある連携 

    ・定期的な面談，家庭訪問等の実施，ネットトラブル防止研修会等の啓発活動 等 

早期発見のための取組 

(1) 迅速で組織的な対応 発見・訴えを確認した場合，特定の教職員で抱え込まない。 

(2) いじめの抑止 行為を発見した場合，その場でその行為を止めさせる。 

  (3) 学校いじめ防止対策委員会への報告 

(4) 当該児童生徒についての対応 

いじめられた児童生徒へ…事実確認（客観的事実），安全の確保・体制づくり、 

保護者への事実・今後の方針の伝達，支援 

いじめた児童生徒へ…事実確認（客観的事実），いじめについての指導，継続的な支援 

保護者への事実・今後の方針の伝達，支援 

    周りの児童生徒へ…事実確認（客観的事実）・直接かかわっていなくても，いじめを助長する立場にい

たことを理解させる。いじめを止められなくても，誰かに知らせる勇気をもつよう

伝える。 

 (5) インターネットに係る事案について 

    ・不適切な書き込み等の削除，情報拡散の状況確認→メディア教育担当 

  ・専門機関への協力依頼（地方法務局、警察署等） 

いじめ事案の初期対応について 



 

次に示す場合を，いじめが行われた際の「重大事態」と受け止め，以下適切に対応する。 

 

  ○ いじめにより在籍する児童生徒の生命，心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると 

認めたとき。 

      ・児童生徒が自死を企図した場合      ・身体に重大な傷害を負った場合       

    ・金品等に重大な被害を被った場合   ・精神性の疾患を発症した場合 

  ○ いじめにより在籍する児童生徒が「相当の期間」学校を欠席することを余儀なくされてい 

る疑いがあると認めたとき。（「相当の期間」とは年間３０日を目安とする。ただし，子

どもが一定期間，連続して欠席している場合には，この目安にかかわらず，学校の判断に

より迅速に調査に着手する。） 

 ○児童生徒や保護者からいじめにより重大事態に至ったという申立てがあったとき。 

 

 

 

 

 

 

 

        

     

連携        ・全教職員への共通理解 

・校長による組織体制作り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初期対応（基本的な対応図） 

いじめへの気づき（訴えの報告） 

保護者相談窓口：生徒指導主事主任 

市教委への報告 

関係機関 

当該保護者への連絡 

「学校いじめ防止対策委員会」の招集（基本方針の決定） 

正 確 な 実 態 把 握 ・ 判 断 

本人の訴え 

「サイン」の発見 

児童生徒からの報告 

保護者からの報告 

地域住民からの報告 

加害者 

保護者 

被害者 

保護者 

観衆・保護者

者 

児童生徒への指導・相談，支援（心のケア） 

重大事態について 

保護者会の開催 

いじめの再発防止・解決に向

けた学級運営 

PDCA サイクルによる点検

と見直し 

事実確認 

いじめについて

の指導 

保護者への助言 

 

事実確認 

安全確保・体制 

学習保障 

家庭訪問・保護者

への説明 

事実確認 

いじめについて

の指導・説明 

 

傍観者・保護者 

事実確認 

いじめについて

の指導・説明 

 



「いじめが解消している」状態とは、少なくとも次に示す２つの要件が満たされていること 

  ○被害者に対する心理的・物理的な影響をあたえる行為が少なくとも 3 ヶ月以上継続して止んで

いる。  

 ○被害を受けた児童生徒がいじめの行為による心身の苦痛を感じていないと確認し認められる。 

この状態であっても、学校の教職員は再発防止に努め，注意深く観察を続ける。 

重大事態発生時には直ちに市教育委員会に報告の上，教育委員会による調査主体決定後調査対応に当

たる。いじめの事実関係，全容解明，事態の解決を目的とし，校内での再発防止策を図る。調査につい

ては，市教育委員会の判断により校内の学校いじめ防止対策委員会，または，市教育委員会の指示によ

る外部組織等によって実施する。調査の方法については，「いじめの重大事態の調査に関するガイドライ

ン」（H29 年 3 月文部科学省）に沿って対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この「学校いじめ防止対策基本方針」については、年度ごとの学校評価・外部評価等をもとに評価・検討・改善を図るものとする。 

いじめに対する措置について 

重大事態発生時の対応 

重大事態の発覚 

教育委員会

の調査 

該当保護者 

加害者・保護者 被害者・保護者 全校・保護者 

・出席停止も視野に

入れた指導 

・関係機関との連携 

・保護者への説明 

・心のケアとサポート 

（信頼できる大人）（スーパーバイザー派遣も検討） 

・身柄の安全確保 

・保護者への説明継続 

・学習環境の保障 

・プライバシーへの配慮等適切な情報提供 

・指導、援助 

（メンタルサポート） 

・説明責任 

（全校集会・保護者会開催） 

学校いじめ防止対策委員会 

の調査 

校長・教頭・生徒指導主事主任 

養護教諭・ＳＣ・関係者・PTA 会長 

報告 

報告 

調 査 結 果 を 踏 ま え た 適 切 な 措 置 ・ 対 応 

指導・支援 

学校いじめ防止対策委員会 

松江市いじめ問題 

対応専門家会議 

による調査 

学校いじめ防止対策

委員会に第 3 者を 

加えた調査 

学校いじめ防止対策委員会 

重大事態の検証・再発防止策の検討 

市教育委員会 

調査主体の判断・指示 

事実確認調査  

情報収集・情報提供・説明

責任 

 



令和５年度 義務教育学校玉湯学園 学校いじめ防止基本方針に関わる年間計画 

 主な校内行事 校内における取組 ○小中一貫教育の取組 

◇家庭･地域との連携 

４
月 

 

・始業式 

・入学式 

 

・あいさつ運動 

・児童生徒理解職員会 

◇個人面談 

５
月 

 

・全国学力調査（６年・９年） 

・新体力テスト 

・あいさつ運動 

・アンケート Q‐U1 回目実施 

◇授業公開日 

◇PTA 総会 

 

６
月 

・市ブロック大会（後期課程） 

・5 年宿泊研修 

・まがたまタイム 

・あいさつ運動 

・教育相談アンケート実施 

・教育相談 

〇保幼小連絡会 

◇授業公開日 

〇町内保幼園管理職会 

７
月 

・終業式 

・県総体（後期課程） 

・あいさつ運動 

・メディア学習授業 

・アンケート Q‐U 分析 

・学級経営・いじめの未然防止の取組の振

り返り 

◇保護者面談（後期課程） 

８
月 

・始業式 

 

・あいさつ運動 

・「学校いじめ防止基本方針」の見直し 

◇PTA 環境整備作業 

〇幼稚園保育園早期訪問 

９
月 

・体育祭 

・8 年修学旅行 

・あいさつ運動  

10
月 

・市連合音楽会 

・たまゆ文化祭・学習発表会 

・市新人戦（後期課程） 

・あいさつ運動 

・アンケート Q‐U2 回目実施 

・教育相談アンケート実施 

 

11
月 

・6 年修学旅行 

・まがたまタイム 

・教育相談 

・あいさつ運動 

 

12
月 

・県学力調査 

・終業式 

・あいさつ運動 

・人権標語作成・人権集会 

・いじめ問題への学校の取組振り返り 

・学級経営・いじめの未然防止の取組の振

り返り 

◇授業公開日（人権同和教育） 

◇ＰＴＡ研修会 

◇個人面談・三者面談 

１
月 

・始業式 

 

・あいさつ運動 

・教育相談アンケート実施 

◇学校評価 

２
月 

・新入生一日入学 

・１/２成人式（４年） 

・まがたまタイム 

・教育相談 

・あいさつ運動 

◇授業公開日 

〇保幼小連絡会 

３
月 

・公立入試 

・卒業式 

・前期ブロック修了を祝う会（４年生） 

・中期ブロック修了を祝う会（７年生） 

・修了式・離任式 

・あいさつ運動 

・新入生登校練習 

・学級経営・いじめの未然防止の取組の振

り返り 

◇学校関係者評価 

 


